
�愛媛県告示第９９２号
愛媛県県税賦課徴収条例施行規則（昭和２９年愛媛県規則第３８号）

第３条第１項の規定により、平成２６年７月２４日次のとおり愛媛県県

税証紙売りさばき人指定願の記載事項の変更を許可した。
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告 示 指定

番号

売りさばき人

氏 名

変 更 事 項

新 旧

２１ 愛媛県猟友会
松山支部
福 泉 建 一

１ 代 表 者 氏 名
福 泉 建 一

１ 代 表 者 氏 名
青 木 義 隆
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�愛媛県告示第９９３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成２６年８月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

医療機関の名称 医療機関の所在地
指 定

年 月 日

松野内科クリニッ
ク 伊予郡松前町大間１６６番地１ 平成２６年

７月１日

うさぎ薬局 今治市末広町三丁目３－４ 平成２６年
７月１日

訪問診療クリニッ
ク六花 東温市牛渕３３１番地１ 平成２６年

７月１日

�愛媛県告示第９９４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項の規定により、施術機関を次のように指定した。

平成２６年８月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第９９５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２６年８月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

医療機関の名称 医療機関の所在地
廃 止

年 月 日

宍戸脳神経クリ
ニック 宇和島市堀端町２－７ 平成２６年

６月３０日

松野内科クリニッ
ク 伊予郡松前町大間１６６番地１ 平成２６年

７月１日

�愛媛県告示第９９６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療機関（指定訪問看護事業者等）を次のように指定した。

平成２６年８月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

施 術 機 関 施 術 所
指 定 年 月 日

氏 名 住 所 名 称 所 在 地

河 野 宏 伊予郡松前町西高柳３４５ － － 平成２６年７月３０日

村 上 曜 優 － 訪問マッサージ暖心今治店 今治市喜田村四丁目１３－５３ 平成２６年７月３０日

吉 岡 良 倫 － 訪問マッサージ暖心今治店 今治市喜田村四丁目１３－５３ 平成２６年７月３０日

畝 香 保 里 － 訪問マッサージ暖心今治店 今治市喜田村四丁目１３－５３ 平成２６年７月３０日

村 上 きよみ － 訪問マッサージ暖心今治店 今治市喜田村四丁目１３－５３ 平成２６年７月３０日

沢 田 秀 子 － 訪問マッサージ暖心今治店 今治市喜田村四丁目１３－５３ 平成２６年７月３０日

越 智 一 壽 － 訪問マッサージ暖心今治店 今治市喜田村四丁目１３－５３ 平成２６年７月３０日

医 療 機 関 （ 指 定
訪問看護事業者等）の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人はぴねす福祉会 新居浜市若水町一丁目９番１３
号

訪問看護ステーションはぴね
す

新居浜市喜光地一丁目４番１９
号 平成２６年５月２８日

独立行政法人地域医療機能推
進機構

東京都港区高輪三丁目２２番１２
号

独立行政法人地域医療機能推
進機構宇和島病院附属訪問看
護ステーション

宇和島市賀古町一丁目２番２０
号 平成２６年７月１日
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�愛媛県告示第９９７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成２６年８月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９９８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成２６年８月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９９９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業を行う事業所

の所在地が次のように変更された。

平成２６年８月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人西予市野城総合
福祉協会

西予市野村町野村８号４７９番
地１ デイサービスセンター寿楽苑 西予市城川町魚成７０２６番地１ 平成２６年４月１日

社会福祉法人西予市野城総合
福祉協会

西予市野村町野村８号４７９番
地１

短期入所生活介護事業所寿楽
苑 西予市城川町魚成７０２６番地１ 平成２６年４月１日

有限会社エンジェル・コール 西条市朔日市８０７番地 グループホーム緑の家 西条市飯岡１８９６番地 平成２６年７月２３日

株式会社アコンプリシー 松山市朝生田町六丁目２番５
号 介護付有料老人ホーム笑歩会 宇和島市保田甲９８１－１ 平成２６年７月２９日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人西予市野城総合
福祉協会

西予市野村町野村８号４７９番
地１ デイサービスセンター寿楽苑 西予市城川町魚成７０２６番地１ 平成２６年４月１日

社会福祉法人西予市野城総合
福祉協会

西予市野村町野村８号４７９番
地１

短期入所生活介護事業所寿楽
苑 西予市城川町魚成７０２６番地１ 平成２６年４月１日

有限会社エンジェル・コール 西条市朔日市８０７番地 グループホーム緑の家 西条市飯岡１８９６番地 平成２６年７月２３日

株式会社アコンプリシー 松山市朝生田町六丁目２番５
号 介護付有料老人ホーム笑歩会 宇和島市保田甲９８１－１ 平成２６年７月２９日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社悠遊社 松山市余戸南二丁目２４番３８号 株式会社悠遊社新居浜事業所

（変更後）
新居浜市瀬戸町１番１５号

平成２５年８月１日
（変更前）
新居浜市星原町１１－４０

��������������

��������������

愛 媛 県 報平成２６年８月２６日 第２６００号

７１２



�愛媛県告示第１０００号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の居宅介護支援事業を行

う事業所の所在地が次のように変更された。

平成２６年８月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１００１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の介護予防事業を行う事業所

の所在地が次のように変更された。

平成２６年８月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１００２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

平成２６年８月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１００３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）から、介護予防事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

平成２６年８月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社悠遊社 松山市余戸南二丁目２４番３８号 株式会社悠遊社新居浜事業所

（変更後）
新居浜市瀬戸町１番１５号

平成２５年８月１日
（変更前）
新居浜市星原町１１－４０

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社悠遊社 松山市余戸南二丁目２４番３８号 株式会社悠遊社新居浜事業所

（変更後）
新居浜市瀬戸町１番１５号

平成２５年８月１日
（変更前）
新居浜市星原町１１－４０

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人城川町社会福祉
施設協会 西予市城川町魚成７０２６番地１ 西予市城川デイサービスセン

ター 西予市城川町魚成７０２６番地１ 平成２６年３月３１日

社会福祉法人城川町社会福祉
施設協会 西予市城川町魚成７０２６番地１ 西予市城川老人短期入所施設 西予市城川町魚成７０２６番地１ 平成２６年３月３１日

松野敏文 伊予郡松前町大間３３７番地３ 松野内科クリニック 伊予郡松前町大間１６６番地１ 平成２６年７月１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人城川町社会福祉
施設協会 西予市城川町魚成７０２６番地１ 西予市城川デイサービスセン

ター 西予市城川町魚成７０２６番地１ 平成２６年３月３１日
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�愛媛県告示第１００４号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成２６年８月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

浦屋病院 松山市中一万町５番地１０ 医療法人社団酉
仁会

平成２９年
８月２３日
まで

�������
�愛媛県告示第１００５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、宇和島都市計画ごみ焼却場

の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧

に供する。

平成２６年８月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１００６号
宅地建物取引業（昭和２７年法律第１７６号）第６５条第２項の規定に

基づき、平成２６年９月８日から平成２６年１０月７日まで次の者に係る

宅地建物取引業務の全部の停止を命じた。

平成２６年８月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

商 号 代表者氏名 主たる事務所の
所在地 免許証番号

シティホーム 渡 邉 亥早雄 松山市萱町１丁目
４－２

愛媛県知事�
第２６９３号

�������
�愛媛県告示第１００７号
宅地建物取引業（昭和２７年法律第１７６号）第６５条第２項の規定に

基づき、平成２６年９月８日から平成２６年１０月７日まで次の者に係る

宅地建物取引業務の全部の停止を命じた。

平成２６年８月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

商 号 代表者氏名 主たる事務所の
所在地 免許証番号

株式会社千國 山 内 光 正 新居浜市観音原町
甲９８５番１９

愛媛県知事�
第４８７６号

�愛媛県告示第１００８号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の規定により、次のとおり指定障害児通所支援事業者を指定した。

平成２６年８月２６日

東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�愛媛県告示第１００９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２６年８月２６日

東予地方局長 渡 瀬 賢 治

社会福祉法人城川町社会福祉
施設協会 西予市城川町魚成７０２６番地１ 西予市城川老人短期入所施設 西予市城川町魚成７０２６番地１ 平成２６年３月３１日

松野敏文 伊予郡松前町大間３３７番地３ 松野内科クリニック 伊予郡松前町大間１６６番地１ 平成２６年７月１日

事業者番号
指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者

指 定 障 害 児
通所支援の種類

指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所の
所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８５０５００１５２ えーる合同会社 新居浜市庄内町四丁目
６番５号 田 村 梨 沙 放課後等デイ

サービス
放課後等デイサービス
えーる

新居浜市庄内町四丁目
６番５号

平成２６年
８月１５日

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社すてっぷ 訪問看護リハビリステーション すてっ
ぷ 愛媛県今治市立花町三丁目２番３５号 平成２６年７月２日 訪問看護
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�愛媛県告示第１０１０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２６年８月２６日

東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�愛媛県告示第１０１１号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障

害福祉サービス事業者を指定した。

平成２６年８月２６日

東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�愛媛県告示第１０１２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年８月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０１３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年８月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社すてっぷ 訪問看護リハビリステーション すてっ
ぷ 愛媛県今治市立花町三丁目２番３５号 平成２６年７月２日 介護予防訪問看護

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０６００１６７ 生活協同組合コープえ
ひめ

松山市朝生田町三丁目
１番１２号 松 本 等 同行援護 コープえひめ訪問介護

事業所西条
西条市神拝甲４５４番地
２

平成２６年
８月１５日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 上分三島線
四国中央市三島中央五丁目１５４０番４から

同市三島中央五丁目１５１５番９地先まで

旧 １４．０～１９．５ ０．０２７

新 １５．５～２４．０ ０．０２７

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３１９号
四国中央市新宮町上山３０３１番７から

同町上山３０４０番９まで

旧 ５．４～３７．５ ０．１１３

新 ２０．３～６２．５ ０．０９０

一 般 国 道 ３１９号
四国中央市金砂町小川山乙１７２４番１０から

同町小川山乙１７２４番１３まで

旧 ５．９～１２．９ ０．０５５

新 ６．３～１７．４ ０．０５０

一 般 国 道 ３１９号
四国中央市金砂町平野山乙２９３番２から

同町平野山乙２９３番２まで

旧 ４．２～６．２ ０．１２２

新 １８．１～２５．６ ０．１２２
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�愛媛県告示第１０１４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年８月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０１５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２６年８月２６日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第１０１６号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２６年８月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０１７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年８月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３１９号
四国中央市新宮町上山３０３１番７から

同町上山３０４０番９まで
平成２６年８月２６日

一 般 国 道 ３１９号
四国中央市金砂町小川山乙１７２４番１０から

同町小川山乙１７２４番１３まで
平成２６年８月２６日

一 般 国 道 ３１９号
四国中央市金砂町平野山乙２９３番２から

同町平野山乙２９３番２まで
平成２６年８月２６日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２６中局建（開）第２２号

平成２６年８月１４日

東温市南方字森１８６８番１、１８７０番１、１８６８番１地先農道水路、同市北方字

古市甲３３８１番１

松山市井門町３７３番地１

株式会社上浮穴産業

代表取締役 西 岡 貞 夫

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般特－２４）第９１号 平成２４年
５月２４日 山下建設（株） 山下 普 宇和島市吉田町魚棚８７ 平成２６年

７月７日

大工工事業
とび・土工工事業
石工事業
鋼構造物工事業
ほ装工事業
しゅんせつ工事業
塗装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（一部）

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和島城辺線
宇和島市津島町下畑地乙７０７番地先から

同町下畑地乙７１１番２まで
平成２６年８月２６日
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�愛媛県告示第１０１８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年８月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０１９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年８月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２６年８月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

土地（建付地）の売払い

� 売り払う土地（建付地）の所在地、地目及び地積等

所 在 地
土 地 建 物

予定価格
地 目 地 積 種 類 構 造 床 面 積

西条市中野字楠甲５２５番１ 宅 地 １，３４７．８８㎡ 居 宅 外 木造瓦葺平家建外 ３８４．１０㎡ ３，１００，０００円

２ 入札に参加する者に必要な資格等

� 入札に参加する者に必要な資格

次のいずれにも該当しない者であること。

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）

及び警察当局から排除要請がある者

� 入札参加申込書の提出

この一般競争入札に参加を希望する者は、あらかじめ入札参加申込書を次により提出すること。入札参加申込書の提出のない者の入

札への参加は認めない。

ア 提出期間

平成２６年８月２６日（火）から平成２６年９月１０日（水）までの執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分

までをいう。）

イ 提出場所

愛媛県総務部管理局総務管理課財産管理グループ

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 佐田岬三崎線
西宇和郡伊方町三崎４８００番地先から

同町三崎４７９１番地先まで

旧 １３．５～１８．６ ０．１０６

新 ７８．０～１２０．４ ０．１０６

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 小田河辺大洲線
大洲市肱川町山鳥坂２２１９番から

同町山鳥坂２２１５番まで

旧 ５．０～１８．３ ０．１０４

新 ８．１～２８．６ ０．１０４

公 告
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〒７９０－８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２－２２５５

ウ 提出方法

持参又は郵送等（書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定する一般信

書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの

に限る。以下同じ。）により提出すること。電送による提出は、認めない。

エ 郵送等による提出の取扱い

郵送等による提出の場合は、平成２６年９月１０日（水）午後５時１５分までに、イに掲げる場所に必着のこと。

� 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書及び入札参加申込書の交付場所並びに問合せ先

�イに掲げる場所
イ 入札心得書及び入札参加申込書の交付方法

�イに掲げる場所で交付する。
ウ 現地説明の日時及び場所

� 日時

平成２６年９月２日（火）午前１１時

� 場所

売り払う土地の所在地

３ 入札及び開札

� 入札及び開札の日時

平成２６年９月２５日（木）午前１１時

� 入札及び開札の場所

愛媛県西条市喜多川７９６番地１

愛媛県東予地方局７階中会議室

� 入札書の提出方法

持参により提出すること。

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、指定金融機関、指定代理金融機関

又は収納代理金融機関が振出し又は支払保証をした小切手をもって入札保証金の納付に代えることができる。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１の契約保証金を納付しなければならない。

� 入札の無効

２�に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。
� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３３条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高価格をもって有

効な入札を行った入札者を落札者とする。

� 売り払う土地の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から１０年間、売り払う土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供し、又はこれらの用

に供されることを知りながら、売り払う土地の所有権を第三者に移転し、若しくは売り払う土地を第三者に貸してはならない。

イ 落札者は、契約締結の日から１０年間、売り払う土地を暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であ

ることが指定されているものの事務所その他これに類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、売り払う

土地の所有権を第三者に移転し、若しくは売り払う土地を第三者に貸してはならない。

ウ ア又はイの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約金として県に支払わなければならない。

� その他

詳細は、入札心得書による。
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�愛媛県選挙管理委員会告示第３７号
不在者投票のできる施設の指定（平成２２年２月愛媛県選挙管理委員会告示第９号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２６年８月２６日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

１・２ 省略

３ 老人ホーム

名 称 種類 所 在 地 指定年月日

省略

特別養護老人ホ

ーム風早の家

省略

特別養護老人ホ

ーム味酒野てい

れぎ荘

特別養護老

人ホーム

松山市衣山五丁

目７１９－１

平成２６年８月２６

日

省略

４・５ 省略

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２６年８月２６日

愛媛県公営企業管理者 俊 野 健 治

１ 入札に付する事項

� 件名

人工透析システムの購入

� 購入物品名及び数量

人工透析システム １式

（使用にあたり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

を含む。）

� 購入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 納入期限

平成２７年２月１２日（水）まで

� 納入場所

愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲２４３３の１

愛媛県立南宇和病院

� 入札方法

ア この公告の入札は、愛媛県電子入札運用基準（製造の請負

等編）に定義するシステム（以下「電子入札システム」とい

う。）による。ただし、愛媛県電子入札運用基準（製造の請

負等編）７�又は�の規定により紙入札による参加承諾を受
けた者にあっては、紙入札を行うことができる。

イ 入札金額は、購入予定物品の総額とすること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の８パーセントに相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約金額の１０８分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２６年度の製造の請負等に係る一般競争

入札に参加する資格を有すると認められた業者で次の事項に該当

する者。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� この公告で示す物品を納入期限までに確実に納入できること

を証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要があ

る場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証

明した者であること。

３ 入札書の提出方法等

� 提出書類及び入札書の提出方法

電子入札システムによる。

� 入札書の受領期限

契約条項及び入札説明書の掲載場所

愛媛県入札情報公開システム上に掲載する。

https : //www.ebid-ppi.pref.ehime.jp/ebidPPIGPublish/EjPPIj

� 入札書のほかに提出する書類の受領期限

１・２ 省略

３ 老人ホーム

名 称 種類 所 在 地 指定年月日

省略

特別養護老人ホ

ーム風早の家

省略

省略

４・５ 省略

選挙管理委員会告示

改 正 後 改 正 前

公営企業公告
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平成２６年９月２２日（月）午後５時００分まで。

� 入札書の受領期限

電子入札システムによる場合は、平成２６年１０月６日（月）か

ら平成２６年１０月８日（水）までの電子入札システム稼動時間中

（午前９時００分から午後８時００分まで（ただし、１０月８日は午

前９時５９分まで））。

紙入札による場合は、平成２６年１０月８日（水）午前９時５９分

まで。

� 開札の日時及び場所

平成２６年１０月８日（水）午前１０時００分

愛媛県公営企業管理局大会議室（愛媛県庁第二別館２階）

� 問い合わせ先

愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係

〒７９０－８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２－１０００ 内線４６２３

又は（０８９）９１２－２７９４

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの規

定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示す物

品を納入できることを証明する書類を、入札説明書等に基づき

平成２６年９月２２日（月）午後５時００分までに電子入札システム

により提出しなければならない。

なお、愛媛県公営企業管理者から当該書類の内容に関し、説

明を求められた場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 契約保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１５２条から第１５４条までの規

定による。

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県公営企業管理者

が判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条

において例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定

に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもっ

て有効な入札を行ったものを落札者とする。

� 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額及

び電子くじ入力番号を入力の上、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接又は郵便（書留郵便に限

る。）により３�に掲げる場所に提出すること。
	 その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be purchased：

hemodialysis system, １ set

� Time limit of tender：９：５９ a.m., ８ October ２０１４

� For further information, please contact：Property

Management Section, General Affairs Division, Public

Enterprise Management Bureau, Ehime Prefectural

Government, ４‐４‐２ Ichibancho, Matsuyama, Ehime ７９０

‐８５７０ Japan

TEL０８９‐９１２‐２７９４

平成２６年８月２６日 発行
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